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（出典）当協会にて作成。画像は電子決済等代行業各社のApp Storeより引用

電子決済等代行業
（家計簿・会計ソフト等）

利用者

銀行様
クレジットカード会社（イシュア）様

電子マネー会社様

サービス利用

アクセス

情報取得
（ほとんどの場合、

自動的に実施）

・利用履歴
・入出金履歴
・残高 等

⚫ 金融機関に電子決済等代行業者がアクセスし、情報を取得してサービスに活用

⚫ 自動的な情報取得により利便性が向上

電子決済等代行業
とは

●2017年5月の改正銀行法で規定された登録事業者

- 財務局の登録を受けた事業者のみが、国内で電子決済等代行業を行うことが可能

- 利用者への適切な情報提供の義務あり

・利用者に損害が生じた場合の賠償責任に関する事項

・苦情・相談窓口

・サービスの利用料 等

- サービス提供前に銀行との間で下記に関する契約締結義務あり

・利用者に損害が生じた場合の銀行と電子決済等代行業者との間における賠償責任の分担に関する事項

・利用者に関する情報の適正な取扱いや安全管理のために行う措置に関する事項 等

（出典）金融庁資料より

https://www.fsa.go.jp/common/about/pamphlet/dendaigyo_start.pdf


一般社団法人電子決済等代行事業者協会の概要 3

項目 データ 備考

1 提供中のAPIサービス数 38
協会会員が提供中のAPI接続を利用する
サービスの合計数

2 利用ユーザー数 14,067,755 
協会会員が提供するサービスを利用する
ユーザー数の合計数
（参照系のみ、API接続に係るもの）

⚫ 金融データを活用する家計簿、会計等のサービスを提供するFintech事業者により構成
⚫ 2023年3月に金融庁が当協会を「認定」

⚫ 協会データ
会員17者に対して実施した照会調査結果（公表リンク）

（出所）画像は電子決済等代行業各社のApp Storeより引用

会員種別 名称
API利用/

非利用種別
会員種別 名称

API利用/
非利用種別

第一種会員

株式会社マネーフォワード API

第一種会員

株式会社BANKEY API

マネーツリー株式会社 API TIS株式会社 API

フリー株式会社 API 株式会社f9k API

株式会社くふうカンパニー API マックスコネクト株式会社 API非利用

弥生株式会社 API

株式会社イーコンテクスト API非利用
第二種会員

Klarna Japan株式会社 API

ソリマチ株式会社 API ファーストアカウンティング株式会社 API

株式会社ミロク情報サービス API

テレコムクレジット株式会社 API非利用

金融機関会員

GMOあおぞらネット銀行株式会社

ー株式会社DGフィナンシャルテクノロジー API非利用 株式会社みんなの銀行

KDDI株式会社 API PayPay銀行株式会社

株式会社電算システム API非利用

アクトレシピ株式会社 API

賛助会員

弁護士法人片岡総合法律事務所

ーキリバ・ジャパン株式会社 API 有限責任 あずさ監査法人

株式会社XO API 波多野 恵亮（個人）

株式会社GIG-A API

ファミリーテック株式会社 API 特別賛助会員 株式会社日立製作所 ー

ビリングシステム株式会社 API非利用

Airwallex Japan株式会社 API
特別会員

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会
ー

三井住友カード株式会社 API 株式会社Authlete

（2025年9月2日現在、全35者）

https://www.fapi.or.jp/wp-content/uploads/2025/07/2aab795688d2159a0d30b95436267fe3-1.pdf


課題の各ポイントについて
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No 項目 スライド

1 情報連携のメリット（業界、ユーザー、社会全体） P6～P12

2 APIのメリット（業界、ユーザー、社会全体） P13～P19

3 APIの現在の対応状況 P20～P27

4 API推進上の課題/上記課題に対する民間の取組／取組の上で残存している課題 P28～P50

5 今後、官民でそれぞれでどういった打ち手が考えられるか P51～P55



1. 情報連携のメリット
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⚫ 情報連携による業界、ユーザー、社会全体のメリットは下表のとおり

社会全体

■ 消費者
・金融データを一元的に確認可能

- マンスリークリア／リボ払いの選択等の適切な債務管理

・口座、資産管理のサポート

- カード会社様の公式明細よりも長期間のデータ表示
⇒データの蓄積により過去に遡っての情報処理が可能（確定申告時等の利便性向上）

- 不正利用の検知（P8参照）

- 引落不可の回避

- 適切な金融商品のリコメンド

・第三者による見守りサービス

- 認知力低下時の家族等による補助サービス（P9参照）

■ 企業
・経理処理の自動化、簡略化
・明細データ連携による会計仕訳時の利便性向上

■社会全体
- 不正利用情報の共有
- マクロ経済政策でのデータ利活用

クレジットカード
会社様

・カードホルダの満足度、ロイヤリティの向上（P10参照）

・引落不可時のリボ払いへの切替誘導等（P11参照）

・明細送付コストの削減

・加盟店向け不正検知（P12参照）

・新規顧客（特にバックオフィス業務の効率化を求める法人顧客）の獲得

電子決済等代行業 ※サービスレベルの向上については社会全体のところで記載



情報連携のメリット （消費者① 不正利用の検知） 8

⚫ 消費者が複数カードの状況一覧化により、不正利用にいち早く気付くことが可能

（出所）X（旧Twitter）の投稿より画像引用



情報連携のメリット （消費者② 認知力低下時の補助サービス） 9

⚫ 認知能力が低下した本人を支える家族等が利用可能なサービスの実現

家族
アカウント

金融
機関

電子
マネー

クレジット
カード

電代業者

金融機関本人 後見人親族

認可の実施 アラートのみ
を受け取る

全情報への
アクセス権を有する

健常時 MCI 発症後 相続時

ファイナンシャル・
プランニング／

犯罪の抑止

日常的な
お金の見守り

経済的虐待・犯罪等
の抑止

被相続人にとっての
わかりやすさ／

相続人との
円滑な手続き

(ソフトウェア)
自動家計簿・
防犯アラート

(アルゴリズム)
防犯アラート、

支出管理、安心でき
る決済手段

(継続モニタリング)
後見サービス、安心
できるデータ共有、
第三者へのアラート

(手続き)
データ共有、士業に
よる対応、保険等の

請求手続き

ニーズ

サービス

助言者



y = 0.9749x + 45.521
R² = 0.9244

情報連携のメリット
（クレジットカード業①クレジットカードの利用増進効果）
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⚫ 家計簿サービスとの情報連携後、特にライトユーザーでカードの利用額・利用回数が増加傾向に

（出所）電子決済等代行業者A社データより
（追記）・母集団：2024年中にA社に新規の利用登録を行ったユーザーから、クレジットカードの連携が1件以上あり、2025年8月中にA社サービスを一度でも利用したユーザーを抽出

・利用額、利用回数は共に1か月間での値。利用額はデータ形式上、便宜的に負の値で表示
・情報連携前の1か月間でのクレジットカードの利用回数が10回以上のユーザーを「ヘビーユーザー」、10回未満のユーザーを「ライトユーザー」として区分



情報連携のメリット 
（クレジットカード業②リボ払いへの切替誘導等）
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⚫ 情報連携により、督促件数の削減やリボ払いへの適切な切替誘導が可能

• カードデータとPFMデータの照合により「メインカード」「引き落とし口座」等の判定が可能
• これらの組み合わせにより事前に「残高不足」となりそうな口座を推測。督促件数の削減や、

リボ払いへの切替誘導へ

①生活口座データ ③引落予定額②残高予測



情報連携のメリット （クレジットカード業③ 加盟店向け不正検知） 12

⚫ 加盟店がタイムリーに不正検知情報を受け取ることが可能になる

• タイムリーな不正検知情報提供
• イシュア企業としても、返金機能を提供することが可能

Billguard （旧）における不正検知マップ



2. APIのメリット
（業界、ユーザー、社会全体）



API化のメリット 14

⚫ API化のメリット（業界、ユーザー、社会全体）として考えられる事項は下表のとおり

社会全体

クレジットカード
会社様

電子決済等代行業

■ 消費者、企業
・安心安全に利用可能

・電子決済等代行業等が提供するサービス※のユーザビリティが高くなる
※家計簿アプリ等

- 情報取得失敗リスクが低い

- 多要素認証等が不要

- 応答速度の向上
（スクレイピングでは応答速度が遅い場合あり）

- 正確性の担保（機械可読性を確保することで、同一名称の明細を識別したり、「▲」の数値を負の値に変
換するといった処理が不要に）

・画像情報などのデータアクセスを減らすことが可能であり、社会全体で不要な通信トラフィックが減少

・セキュリティが高い

- 電子決済等代行業者がデータ取得・操作が可能な範囲、期間を限定できる

・ID、パスワードの流出リスク低減

- フィッシング耐性のある認証手段（パスキー等）の導入が可能

・システムのリソース負荷が低い

・システム対応負荷が低い

・サービスレベルについては社会全体の項目で記載

・標準化されたAPIの場合、システム対応（開発）負荷が大幅に低減（P47～P50参照）

・フィッシング耐性のある認証手段（パスキー等）をカード業者が導入してもデータ連携が可能（P19参照）
- スクレイピングではパスキー等への対応は困難



API化のメリット（セキュリティ） 15

● 情報連携方式には「スクレイピング」と「API※アクセス」がある

● ID／PWDを預かるスクレイピングに比してAPIアクセスの方が安全。社会全体でも利点が多い

項目 スクレイピング APIアクセス

ID/PWD （アプリに）預ける （アプリに）預けない

認可範囲
(アプリができること)

多くの操作
認可された範囲だけ
（例）・入出金履歴情報へのアクセスだけ

・残高情報へのアクセスだけ

連携の安定性 停止が頻発 安定

応答速度 遅い 速い

通信量 多い（画像等の不要な情報もダウンロード） 最小限

多要素認証
導入時の影響

影響大 影響軽微（パスキー等の導入も可能）

取得可能な
情報の正確性

不正確な場合がある 正確

アクセス料金 （基本的に）無償 有償化事例あり

スクレイピング APIアクセス

※ API: Application Programming Interfaceの略
 ソフトウェア間の通信を可能にするツール



API化のメリット（参考：API連携の分類） 16

● API連携には以下の分類が存在

● 当協会が特に拡大を望むのは「Acquaintance」～「Member」型のAPI連携

Public

Acquaintance
（「友人」ほどではない

「知己/知り合い」の意味）

Member

Partner

Private

登録すれば誰でもアクセス可能なAPI
（一般的には公開情報のデータ連携に利用）

一定の利用規約や契約の下で誰でもアクセス可能なAPI

資格要件などが定められたコミュニティに属するメンバー
のみがアクセス可能なAPI

相手方（パートナー）との二者間の合意に基づいてアクセスを
可能とするAPI

グループ内のエンティティのみがアクセス可能なAPI

オープン
API

クローズド
API

拡大を望むAPI連携

（出所）全国銀行協会「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書」図表2に当協会で追記
大元はEuro Banking Association “Understanding the business relevance of Open APIs and Open Banking for banks”, May 2016

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news290713_1.pdf


API化のメリット （参考：金融庁からの通知） 17

⚫ 2025年7月28日付で金融庁はフィッシング耐性強化を主とした要請を発出しており、金融機関
ではパスキー等の採用の拡大が今後見込まれる

⚫ 前文の内容（一部）

よって、第三者による不正ログイン及び顧客の口座での不正
売買等を防止するため、ログイン時及び出金時その他重要なイ
ベント時において、生体認証等を用いたパスキーなどのフィッ
シングに耐性のある多要素認証を必須化することを含め、以下
に掲げる対策を参考にして、各金融機関において不正アクセス
及び不正取引への対策を強化するとともに、認証技術や規格の
発展も勘案しながら、対応態勢及び対策の有効性を見直し、継
続的に更なる強化に取り組むよう各金融機関に要請する。本要
請を貴協会会員等に対して周知されたい。



API化のメリット（参考：急務となるAPI接続への移行）

• ワンタイムパスワード認証／FIDO認証／パスキー認証等、認証の高度化に伴いID/パス
ワードを預かるだけのスクレイピングではアクセスが困難化

• 例えばパスキーではユーザーの利用端末を最初に認証。代理である電代業者のサーバーは異なる
端末であることから最初からアクセスできない

• アプリのみでサービスを提供する（いわゆる「ウェブ画面」が無い）事業者にはアクセス困難

• ウェブ描画技術の高度化（内部通信等）により、HTML文から数字を読み取ることが困難化

⇒これまで行えていた接続が困難となり、クレジットカード会社様などでAPI化が行われてい
ない金融機関はデータ連携が行えなくなる見通し

18

⚫ パスキー認証導入等によるスクレイピングの技術的限界が現れつつある



電子決済等
代行業者

API化のメリット （参考：フィッシング耐性向上） 19

⚫ カード会社様が利用者認証にフィッシング耐性のある認証方式（パスキー等）を採用した場合でも、APIであ
れば安全な連携が可能（下図参照）

利用者 クレジット
カード会社様

参考：セキュリティプロファイルOIDC（Open ID Connect）を利用した際のAPI連携時の認証認可シークエンス

利用開始
「利用履歴データへの

アクセス希望」

「アクセスを許可して良いか？」

「許可します」

仮パス※1を発行

仮

本パス発行依頼

本

取引データ取得の依頼

本

仮

取引データを手交

デ

取引データを提示

デ

本

本パス※2発行

仮

仮パスを渡す

※1 認可コード
※2 IDトークン、

アクセストークン、
リフレッシュトークン

・本パスの有効期限内であれば電子決済等代行業者は利用者による別途の認証不要で、本パスが許可している範囲内のデータにアクセス可能
・本パスには利用者が金融機関の正当なユーザーであることの証明（利用者の身元確認を行った証明情報）が含まれている

カード会社様と利用者の直接通信。
採用する認証方式は自由に選択可であり、フィッシング耐性の
ある認証方式（パスキー等）なども採用可能



3. APIの現在の対応状況



APIの対応状況（API接続の状況） 21
⚫ 電子決済等代行業A社がアクセスしている先のクレジットカード会社の例では以下のとおり

⚫ A社からのアクセス口座数上位30社のうち、APIアクセスがあるのは5社（取扱高で約28％）

（出所）電子決済等代行業A社データより。
アクセス先はA社の連携口座数の多いクレジットカード会社から上位30社を抽出。なお「APIアクセス先」には認証のみAPI（データ取得はスクレイピング）

によるアクセス先も含まれる
取扱高の数値は、株式会社富士山マガジンサービス 月刊『消費者信用』 2026年9月号掲載 「24年度クレジットカード取扱高ランキング（主要26社分）」に

基づき、上記アクセス先に照合して作成。

※注: 本グラフの「アクセス先の取扱高」は、上記出典のランキングに掲載されているAPI接続のあるカード会社の取扱高の合計を「APIアクセス先取扱高」と
して算出、掲載企業の取扱高の合計からAPIアクセス先取扱高を控除した金額を「スクレイピングアクセス先取扱高」として、当協会にて独自に算出した推計値。

取扱注意

APIアクセス先（5社）取扱高, 

60.64, 28%

スクレイピングアクセス先（25社）

取扱高, 154.39, 72%

取扱高の割合

（単位：兆円）
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⚫ API接続の推移は以下のとおり（左：クレジットカード、右：銀行（参考））

（出所）電子決済等代行業A社データより

銀行⇔電代業間
契約締結期限

（2020/9）

公正取引委員会
報告書公表

（2020/4）

金融情報システム
センター（FISC）

API接続
チェックリスト

（2018/10）

規制改革推進会議
規制改革実施計画

（2022/6）

全国銀行協会
API利用契約

条文例
（2018/12）

経済産業省
API利用

ガイドライン
（2018/4）

規制改革推進会議
フォローアップ
〈措置済/解決〉

（2024/6）

未来投資戦略
〈目標80行〉

（2017/6）

銀行法改正
（2017/5）

接続機関数接続機関数

金融審議会
決済業務等高度化

WG報告書
（2015/12）

未来投資戦略
〈API連携促進〉

（2017/6）

銀行の接続クレジットカードの接続

取扱注意



（参考）これまでの課題と経緯 

⚫ クレジットカードについては標準化に関する議論は2017～18年に実施済。一方で、
明確な目標が置かれず、法的な義務化・努力義務化も行われてこなかった

⚫ 「民民・業界団体間での調整」を、７年間あらゆる形で調整を試みたものの、法的な立
て付けがなく契約締結が進展していない

⚫ 結局はデータの価値に対して価格面で折り合わず、それのための投資決定もされないと
いう状況が明白となっている認識

23

（参考）規制改革推進会議 第5回デジタルワーキンググループ（2021年11月30日）議事録
〈クレジットカード、電子マネーに対するAPI開放を検討〉

• 牧島大臣 例えば、決済サービスを提供している大手事業者に対して、API連携に関する努力義務を課すなど、決
済データの流通を促進するための方策、APIの整備に伴い生じるコスト負担については、データ流通の促進を妨
げることのないよう、その在り方について迅速に検討していく必要等があると考えております（議事録p.3）

• 小林副大臣 いつまでに広がるのでしょうか。我が国、我々はそんなに遅くまで待っていられません。あと３年
で広げられる、あるいは５年で広げられる、というのでしたら、お約束をいただいて待ちますし、それができな
いのでしたら、ハードローがいいのではないでしょうか（議事録p.33）

• 小林副大臣 菅原座長、申し訳ありませんが、私は、これではもう駄目だと思います。ハードローでないと進まな
いのだと思いました。 （議事録p.35）

〈デジタル行財政改革会議「データ利活用制度・システム検討会」第4回 資料7 P23より引用〉

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/data4/data4_siryou7.pdf
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⚫ 当協会所属企業の中でのAPI接続の状況は下記のとおり

業界としての正確なデータは集計できていないが、

・銀行については概ねAPI接続を行っているものと認識

・クレジットカード会社様についてはAPI接続は少ないと認識

（第一種API会員17社中、8社がクレジットカードデータのスクレイピングを含む接続を行っているが、
 うちAPI利用はそのさらに一部）

⚫ API整備に関するコスト（イニシャル、ランニング）について、正確な推計は当協会では困難であ
るが、参考情報は下記

⚫ クレジットカード会社については低コスト（約600万円）での整備事例がある（P25参照）

⚫ 米国の調査結果でも同様の傾向（P26参照）

⚫ 一般的な構築コスト低減に向けた手法も存在（P27参照）

⚫ コスト負担状況については下記

⚫ 【銀行】銀行法で要請されているAPI利用契約締結の際に、利用料について電子決済等代行業者と個別に
協議

⚫ 過大な利用料が請求される場合には優越的地位の濫用等に該当する場合がありうると認識

- 上記は公正取引委員会報告書「家計簿サービス等に関する実態調査報告書」による

⚫ 【クレジットカード】法的な要請は特に無く、スクレイピングによる情報連携の場合は接続の性質上、
無償での接続が許容される場合がほとんど

⚫ 【利用者】API接続に必要な費用を電代業者ではなく利用者に直接転嫁できているケースは、利用者の理
解を得ることが困難（P33参照）なことから現状見受けられない

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/apr/200421.html


API構築コストの例 25

⚫ 低コストでのAPI整備事例（クレジットカード会社B社様の実例）は下記

前提

企業規模

• クレジットカードの参照系（データ取得等）のみを想定。更新系は考慮外

• APIシステム（リフレッシュトークン、残高照会、取引明細照会等。認証機能は除く）を構築

• 構築の総コストは約600万円未満

• 維持コストは情報提供系業務の一環と見なし、個別管理は実施せず

• ユーザー（カードホルダー）向けの情報提供系（請求系）にAPIを構築

• 上記はカード向けセキュリティ基準であるPCI DSS※の対象外の領域

→PAN取扱時のセキュリティ対応が不要のため、構築コストの低廉化が可能

• 内製では無く、外部ベンダーに依頼して構築

→外部ベンダー利用時は内製より高価になる傾向があるが、この費用に収まっている

コスト・詳細

API構築の狙い • 会員サービスの強化／新規会員の獲得／ユーザーのアクティブ化

• 取扱高：1兆円程度の企業様

取扱注意

※ PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standardの略
 いわゆる国際ブランドが共同で策定しているセキュリティ要件
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金融機関の
規模

金融機関の
種類

内製の場合 外部ベンダー依存の場合

構築コスト 維持コスト 構築・維持コスト

大規模

銀行等
（預金取扱機関）

0.25ドル(38円）～8ドル（1,200円）／口座・年
200万ドル（3億円）～4,700万ドル（70億円）／年

〈おそらくベンダー非依存〉

中規模
5ドル（750円）／口座・年

→50万ドル（7,500万円）／年〈10万口座と仮定した場合〉

～24ドル（3,600円）／
口座・年

小規模

銀行等
（預金取扱機関）

カードイシュア等
(非預金取扱機関)

24.7万ドル（3,700万円）～49.4万ドル（7,400万円）
4.6万ドル（700万円）: カードイシュア等の場合

6.8万ドル（1,000万円）／年～
11.5万ドル（1,730万円）／年

【補足】
・1ドル＝約150円で換算

・米国規則のため、基本的には参照系APIに係るコストの想定

・銀行等が内製する場合の構築コストと維持コストは分けて示されていない（構築コストが維持コストに含まれる形）

・銀行等が内製する場合、API整備コストがインターネットバンキング機能全般の整備コストに占める割合は2.3%

・カードイシュア等のAPI整備コストは、システム統合の必要性が低くレガシーシステムも少ないため、コストは（銀行等に比して）低くなると予想

・小規模金融機関の内製時の維持コストは、継続的な人件費（4.8万ドル／年～9.5万ドル／年）に技術コスト2万ドル／年を加算して計算

・大規模になるほど1口座当たりのコストは逓減するとしている

・中規模～小規模機関は対応期限が遅いため、それまでの間の競争により更にコストが逓減するとしている

（出所）米国消費者金融保護局「Required Rulemaking on Personal Financial Data Rights（P453以降）」より
https://www.consumerfinance.gov/rules-policy/final-rules/required-rulemaking-on-personal-financial-data-rights/

⚫ 米国の消費者金融保護局による調査結果でも同様の傾向

https://www.consumerfinance.gov/rules-policy/final-rules/required-rulemaking-on-personal-financial-data-rights/
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• 参照系（データ取得等）のみのAPIを想定する

• カードホルダー向けの情報提供系（請求系）＝PCI DSSの対象外の領域、又はそのコピー環境
にAPIを構築し、セキュリティ対応やシステムの作り込みの負荷を軽減する

• 24/365対応を望まない（一定のダウンタイムがあることを前提とする）

• 電子決済等代行事業者協会による標準的なAPI仕様※作成への協力により、ベンダーが個別
に仕様を作成することによる、(社会的に）重複的な負荷を軽減する

※米国や英国で定められているオープンバンキングのAPI標準仕様にあるカード関連情報の電文標準を
転用し、標準仕様の案を検討中（P47、P48）

• 内製が望ましいが、外部ベンダーを利用することも可（内部APIを外部化するサービスを利用するなど）

API構築コストの低減手法

⚫ コストの低減手法として参照系に限る（PCI DSS※対象外）、24/365対応不要などの対応が可能
と思料

※ PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standardの略
 いわゆる国際ブランドが共同で策定しているセキュリティ要件
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⚫ APIを普及させていくための課題としては、以下があると思料

①費用負担の在り方を全体で考える視点（P30～P34参照）

・全体で考える視点、特に消費者の視点を含めた検討が必要

・グローバルでも家計簿サービスは維持に苦労し一部サービスは終了

→自分のデータの取得に対する消費者の支払意向はほぼない

・公正取引委委員会報告書では消費者が支払許容可能な金額は6割で「0円」

・「データポータビリティ権」「データへのアクセス権」の考え方が存在

②API構築の促進枠組（P35～P36参照）

・API構築の義務化や政府目標の設定による促進枠組が必要

・主要先進国では試行錯誤を経て、法制による促進策を採用

③トラストの枠組構築（P37～P45参照）

・過度に契約に依存しない形が必要

・海外では契約以外の方法によりトラスト（信頼性）の枠組を構築する場合が多い

・仮に契約に依る場合でも、事務負担の軽減に向けた工夫が求められる

・利用者保護観点では過去に集中的な議論を実施。重層的な利用者保護を銀行法では確保・企図

④ API標準化（P46～P50参照）

・国全体でのコスト削減、重複投資回避、新規参入促進のためにもAPI標準化が必要

・日本の電文仕様標準は実際には各社の差異が生じ得る形式

・特に「セキュリティプロファイル」は標準化が容易であり、他業態にも敷衍可能

・API化に着手する段階での標準化が最適



4. API推進上の課題

①費用負担の在り方を全体で考え
る視点
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⚫ 費用負担の在り方については、全体で考える視点、特に消費者の視点を含めた検討が必要

〇API連携時の関係機関のコスト構造や事業構造、利用者の支払意向や利便性確保を念頭に置いた検討が必要

利用者
（消費者）

電子決済等
代行業者

カード会社様API

・カード会社様におけるAPI構築費用、保守・運用費用
・（発生した場合）第三者事業者への課金による収益
・通常の利用明細発行／提示業務における利用者向けの別課金の有無

・カード会社様や電代業者による事業の相互参入の可能性、収益機会
・電代業への新規参入機会の確保

・電代業者が利用者に課金可能な額
・（発生した場合）カード会社様に支払うAPI利用料
・（発生した場合）カード会社様に支払うAPI利用料の中で、利用者に転嫁可能な額

・利用者が電代業者に対して支払う意向がある（支払可能な）額
・類似のサービスが利用者に課金している額
・サービス提供が困難となった場合の利用者利便の低下

利用料

・上記全てを加味した上で、利用者・関係機関による持続可能な関係性が維持できる費用構造の検討
・事業自体が新規サービスであり変動的な場合、中長期での費用構造や費用負担割合の変化の考慮も必要

（利用料）

検討時に念頭に
置くべき項目



API普及上の課題① 費用負担の在り方の検討

（補足）個人資産管理（PFM）サービス※1の概況

32

国
サービ

スイン

サービス

名称
運営会社

公表

ユーザー数※2
主な収益源

無料

プラン

有料

プラン

有料プラン

概要
出典

米国

2007 Credit Karma Intuit Inc. 1億3000万人超
ローン等金融商品のあっせん
（家計簿アプリMintを買収

→後にCredit Karmaで代替、Mintはサービス終了）
〇 ✕ ― (Credit Karma)

2020 Quicken Simplifi Quicken Inc. 2000万人超
有料プラン契約者の利用料
（元はIntuitのサービス→スピンアウト）

✕ 〇 月額$5.99 (Quicken)

2011
Empower Personal 
Dashboard

Empower 
Personal Wealth, 
LLC

1900万人超
自社の運営する年金事業や資産運用アドバイザリー、ロボ
アドバイザー事業等との相互連携
（PFMのPersonal Capitalを買収）

〇 ✕ ― (Empower)

2015 Rocket Money
Rocket Money, 
Inc.

500万人超 有料プラン契約者の利用料、ローン等金融商品のあっせん 〇 〇 月額$6.00 (Rocket Money)

2019 Cleo Cleo AI Inc. 400万人超 パートナー行によるクレジットカード、貯蓄口座の提供 〇 ✕ ― (Cleo)

2015 PocketGuard PocketGuard Inc. 100万人超 有料プラン契約者の利用料、ツールのホワイトラベル提供 〇 〇
月額$12.99
（無制限接続）

(PocketGuard)

2015 YNAB
You Need A 
Budget LLC

非公表 有料プラン契約者の利用料、雇用主向けプランの提供 ✕ 〇 月額$14.99 (YNAB)

2018 Monarch
Monarch Money, 
Inc.

非公表 有料プラン契約者の利用料 ✕ 〇
月額$14.99
（無制限接続）

(Monarch)

英国

2018 Emma
Emma 
Technologies Ltd.

200万人超
有料プラン提供、パートナー企業による投資口座やローンの
提供、雇用主向けプランの提供

〇 〇
月額£4.99、
£9.99
（無制限接続）

(Emma)

2020 Snoop Usnoop Limited 50万人超
有料プラン提供、貯蓄口座の提供、借り換えローン等金融商
品のあっせん

〇 〇
月額£4.99
（無制限接続）

(Snoop)

チェコ 2017 Spendee SPENDEE s.r.o. 300万人超 有料プラン契約者の利用料 〇 〇
月額$1.99
$5.99
（銀行接続可能）

(Spendee)

NZ 2012 PocketSmith PocketSmith Ltd. 33.4万人超 有料プラン契約者の利用料 〇 〇 月額$14.95 (PocketSmith)

豪州 2015
Frollo Money 
Manager

Frollo Australia 
Pty Ltd

14.5万人超 同社の事業者向け製品との関連付け 〇 ✕ ― (Frollo)

日本 2012
マネーフォワード
ME

マネーフォワード
HOME

1750万人 有料プラン契約者の利用料 〇 〇
月額540円
（無制限接続）

(マネーフォワード)

※1 現在運営中のサービスに限定
※2 公表ユーザー数には本社所在国以外の国・地域のユーザーが含まれる場合がある。アプリダウンロード数等

   公表ユーザー数には家計簿機能以外の利用者（データプラットフォームの利用者、法人向けサービスの利用企業等）が含まれる場合がある

⚫ グローバルでもサービス維持に苦労し一部サービスは終了。消費者の支払可能な額は大きくはない
○ 無料プランのみを提供している企業では、他の収益源（ローン等あっせん）が確保されている場合が多い
○ 有料プラン単体で収益性を追求するサービスは1,500円～2,000円/月 の料金プランが多いが、ユーザー数の拡大は見込みにくい状況
○ 有料／無料プランが並存する場合、無料プランでは接続先金融機関数に制限がある場合が多いと考えられる

https://www.creditkarma.com/
https://www.quicken.com/products/simplifi/
https://www.empower.com/
https://www.rocketmoney.com/
https://web.meetcleo.com/
https://pocketguard.com/?utm_source=chatgpt.com
https://www.youneedabudget.com/press
https://www.monarchmoney.com/
https://emma-app.com/
https://snoop.app/
https://www.spendee.com/
https://www.pocketsmith.com/
https://frollo.com.au/frollo-app/
https://moneyforward.com/me
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⚫ 標記報告書において、サービス対価として支払が許容可能な金額は6割が「0円」とのアンケート
調査結果

（出所）公正取引委員会報告書「家計簿サービス等に関する実態調査報告書」より

API普及上の課題① 費用負担の在り方の検討

（補足）公正取引委員会報告書

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/apr/200421.html
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⚫ 個人起点でデータへの権利を考える法令（個人情報保護法、海外法制におけるデータポータビリティ／

データアクセス権）や事例（消費者委員会での議論等）が増加

API普及上の課題① 費用負担の在り方の検討

（補足）データに対する権利の考え方

国 分類 該当条文等（仮訳） 法令等名称

欧州/英国

本文に「権利」記載

第20条 データポータビリティ権利
1. データ主体は、以下の場合においては、自己が管理者に対して提供した自己と関係する個人データを、構
造化され、一般的に利用され機械可読性のある形式で受け取る権利をもち、また、その個人データの提供を
受けた管理者から妨げられることなく、別の管理者に対し、それらの個人データを移行する権利を有する。

一般データ保護規則

ブラジル

第 3 章 保有者の権利
第 18 条 個人データの保有者は、いつでも要求に応じて、管理者から処理されたデータを取得する権利を有
します。
V - 国家当局の規制には従いつつ、商業上および産業上の機密を遵守し、明示的な要求に応じて、別のサー
ビスまたは製品プロバイダーへのデータのポータビリティ 

一般個人データ保護法

韓国
第4条（データ主体の権利）
データ主体は、自己の個人情報の処理に関して以下の権利を有する： 
3.個人情報が処理されているかどうかを確認し、当該個人情報へのアクセス及び送信を要求する権利

個人情報保護法

米国

条文/章タイトルに
「権利」記載

1033条 情報にアクセスする消費者の権利
(a) 一般 -消費者が対象者から入手した消費者金融商品またはサービスに関して、対象者が管理または保有
している情報（取引、一連の取引、または費用、料金、利用データを含む口座に関連する情報を含む）を、
対象者は、同局が定める規則に従い、要求に応じて消費者に提供しなければならない。

ドッド・フランク法

豪州

パートIVDー消費者データの権利
56AA条 本編の目的:
(a) オーストラリア経済の特定分野の消費者が、その分野の自分自身に関連する情報を安全、効率的、便利
に開示することを要求可能とすること： (ii)プライバシーの保護措置に従った利用のために認定された者へ。

2010年競争・消費者法

ニュージー
ランド

概説 本法案の目的は、事業（ビジネス）間における顧客と製品データへのアクセス拡大と共有を可能にす
る経済全体の枠組みを確立することである。これは一般的に「消費者データの権利」と呼ばれている。

顧客・プロダクトデー
タ法案

決済制度の安全性の確保に向けて、デジタル技術を活用することも考えられる。関係行政機関は、消費者の金融・決済関連データの
アクセス権の明確化に関する法整備等こうした技術が普及促進されるよう検討することも重要である 

消費者委員会
意見※1

※1「次期消費者基本計画策定に向けた消費者委員会意見（第２回） （2024年9月27日）」より

（出所）各国資料より当協会作成

消費者自身によるパーソナルデータのコントロール権ないしコントローラビリティを一つの論点として検討していくべきとの指摘が
あった

専門調査会※2

報告書

※2「消費者をエンパワーするデジタル技術に関する専門調査会報告書 （2024年12月）」より

海外
法制

https://gdpr-info.eu/art-20-gdpr/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=62389
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf
https://www5.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/caca2010265/
https://www.legislation.govt.nz/bill/government/2024/0044/latest/whole.html#LMS721598
https://www.legislation.govt.nz/bill/government/2024/0044/latest/whole.html#LMS721598
https://www.cao.go.jp/consumer/content/20240927_iken.pdf
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2024/doc/202412_digital_technology_houkoku.pdf
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⚫ API構築の義務化や政府目標の設定による促進枠組が必要

⚫ 主要先進国では試行錯誤を経て、法制による促進策を採用

（出所）各種資料より作成

オープンバンキング オープンファイナンス

銀行データ 金融サービスデータ

スマートデータ/CDR※1

電力、通信等データ

アクセス義務付

対象

日本 米国※2

EU※4

豪州

ブラジル

政策ポジション

※2 消費者金融保護局が規制を公表（2024年10月）。2025年10月現在、当該規則を再策定中

※3 「消費者主導銀行法」が成立（2024年6月）

※4 欧州委員会が決済サービス指令3（PSD3: Payment Service Directive 3）案を提示（2023年6月）

※5 「データ（利用とアクセス）法」案を英国議会が可決（2025年6月）

日本 米国 カナダ ブラジル EU 英国 豪州

アクセス無償化 ✕ 〇 〇（※6） 〇 〇（※7） 〇 〇

アクセス義務付対象情報

銀行口座 △（※8） 〇 〇 〇 〇 〇 〇

クレジットカード ✕ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

電子マネー ✕ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

API
API構築義務付 ✕ 〇 〇 〇 〇（※7） 〇 〇

API標準化 ✕ 〇 〇 〇 △（※9） 〇 〇

採用政策
（詳細）

※1 Consumer Data Right
「消費者データ権利」

豪州ではこの名称で制度化

英国※5

※6 「消費者主導銀行法」には規定が無く、助言委員会の報告書に「消費者承認下での対象データの「無料」共有」として記載

※7 年金・保険等へのアクセスでは①有償も認められ、②API設置も必ずしも義務ではない。

※8 アクセスは努力義務。都市銀行・地方銀行・第二地方銀行はほぼ全てAPIによるアクセスは可能となっている

※9 決済についてはAPI標準化を断念

カナダ※3



4. API推進上の課題

③ トラストの枠組構築



API普及上の課題③ トラストの枠組構築 38

⚫ データの扱いなどの「トラスト（信頼性）」確保の枠組構築について、過度に契約に依存しない
形が必要

〇電代業者と金融機関が連携して利用者にサービスを提供する場合、両者間の責任分解や利用者への補償等につい
て信頼性を確保する何らかの枠組が必要

〇改正銀行法では銀行と電子決済等代行業者の間での契約締結を義務付けており（銀行法第52条の61の10条）、当該契
約が信頼性担保の基礎となっている

〇上記契約に関連して、全国銀行協会が「銀行法に基づくAPI利用契約の条文例」を公表している。ただし、実際に
は細かな修正が各銀行・各電子決済等代行業者で発生しており、関係者全体の事務負担を増加させている

〇他方、海外では法令や技術的措置により、契約前提ではない形で信頼性の担保を行っている例が多く見受けられる
（次スライド参照）。また、例外的に契約が必要な場合でも、契約の一元化を行うことで関係者の負担を減らす工
夫も図られている

電代業者 カード会社様API

④情報漏洩、不正利用発生時の利用
者保護（補償等）の枠組があるか？

データ

①金融機関、電代業者が
なりすまされていないか？
（正しい連携相手かどうか）

③電代業者の情報の取り扱いを
信頼できるか？
（情報漏洩を起こさないか？）

②正しい権限を電代業者に
与えているか？

（過剰な権限付与をしてないか）

日本

・第三者事業者⇔銀行間
の契約で多くを担保

（銀行法）

海外

・契約前提ではない
（法制度＋技術で担保、

次スライド参照）

データ連携に係る信頼性（トラスト）確保の枠組
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日本 米国 カナダ ブラジル EU 英国 豪州

第三者事業者⇔データ提供者間での契約締結義務①②③④ 〇※1-1 ✕ ✕※3-1 ✕※4-1 ✕※5-1 ✕※6-1 ✕※7-1

第三者事業者の認可・登録等の制度③ 〇※1-2 ✕ 〇※3-2 〇※4-2 〇※5-2 〇※6-2 〇※7-2

第三者事業者等への証明書付与制度① ✕ 〇※2-1 ✕※3-3 〇※4-3 〇※5-3 〇※6-3 ○※7-3

各種対策の義務付け

セキュリティプロファイル（Open ID Connect/FAPI等）への準拠②

データ提供者 ✕ 〇※2-2 〇※3-4 〇※4-4 ✕ 〇※6-4 〇※7-4

第三者事業者 ✕ ✕ △※3-4 〇※4-4 ✕ ✕ 〇※7-4

情報漏洩、不正利用発生時への対策

第三者事業者の情報漏洩、不正利用への対策義務③④ △※1-3 〇※2-3 〇※3-5 △※4-5 △※5-4 △※6-5 〇※7-5

第三者事業者⇔データ提供者間での責任分界点の明確化④ △※1-4 △※2-4 〇※3-6 △※4-1 〇※5-5 〇※6-6 〇※7-6

第三者事業者の保険加入義務（注）④ ✕ ✕ △※3-7 ✕ 〇※5-6 〇※6-7 〇※7-7

※5-1 決済サービス規則案の34条1項で接続が契約に依存してはならないと規定
※5-2 決済サービス指令3案の3条1項及び36条1項
※5-3 規制技術標準34条でeIDASに基づく証明書の利用をTPPに対して義務付け
※5-4 欧州銀行監督局の認可時のガイドラインの3.1の1.で比例性の原則に従うセキュリティ対策が求められている。
※5-5 決済サービス規則案第76条でPISPとASPSP間の責任分担原則を規定。 金融データアクセス規則案10条1項(i)ではスキーム内の
契約で定められる
※5-6 決済サービス指令3案の3条4項及び36条4項
※6-1 決済サービス規則69条(2)(d)及び70条(2)(c)で契約を明示的に禁止
※6-2 決済サービス規則21条で規定
※6-3 OBLが証明書を付与（OBLサイトの解説より）
※6-4 競争・市場庁命令2017の第10.2.3で規定
※6-5 欧州の認可時のガイドラインを踏襲していると考えられる
※6-6 決済サービス規則 93条で規定（EUの規定とほぼ同内容）
※6-7 決済サービス規則6条(7)の(e)、(f)で規定
※7-1 消費者データ権利ガイドに契約不要を記載
※7-2 競争・消費者法2010 PartIVD, Division1, 56AK条で規定
※7-3  競争・消費者委員会から民間企業のDigiCert社が指定され証明書を発行する認証局となっている（CDRのサイト）
※7-4 事業者認定を受ける過程で準拠確認が行われる（参考サイト）
※7-5 消費者データ規則 付録2で詳述
※7-6 競争・消費者法2010 PartIVD, Division7, 56GC条で規定
※7-7 消費者データ規則 Subdivision5.2.3  5.12(2)(b)で規定
注：indemnity insurance（専門業務賠償保険）

※1-1 銀行法第52条の61の10で規定
※1-2 銀行法第52条の61の2で規定
※1-3 API接続チェックリスト（全国銀行協会策定）、自主規制規則（電子決済等代行事業者協会策定）の自主的な活用
※1-4 契約において決定
※2-1 FDXが証明書を付与すると目される
※2-2 制定規則§1033.311(b)により開発者IFのコンセンサス標準（FDXが策定予定）への準拠を求めている
※2-3 情報漏洩対策をデータ提供者にはグラム・リーチ・ブライリー法501条/505条(a)で、第三者事業者にはFTC（連邦取引委員会）制定
規則で求めている。
※2-4 第三者管理義務の範囲でデータ提供者が賠償責任を負う（省庁間ガイダンス）
※3-1 法定関係を別途設定する予定。これにより接続にあたって契約は前提とされない（財務省経済声明より）
※3-2 金融消費者庁が認定を行う見込み（経済声明より）
※3-3 2025年2月時点では証明書付与制度は確認できない
※3-4 準拠テストについてはワーキングループで議論中
※3-5 セキュリティ要件を今後設定（経済声明より）
※3-6 法定関係を別途設定する予定。データ移動先の第三者事業者が漏洩等発生時の責任を負う（財務省経済声明より）
※3-7 保険加入義務についてはワーキンググループで議論中
※4-1 自発的参加者に対しては、登録事業者との契約が可能であり、左記契約内には責任の記載が必須（中央銀行規則第38条より）。参照
系では個人情報保護法（43条）に基づく責任分担を規定。
※4-2 中央銀行への登録が必要（規則第7条）
※4-3 ICP-Brazilで4つの認証局を指定し、当該認証局から証明書が付与される（解説サイト）
※4-4 関連団体OpenFinanceがOIDFの認定取得を要請。データ提供者側にはFAPIへの準拠を求めている（データ受領者側には別基準を適
用）。
※4-5 一般個人データ保護法による一般的な個人情報保護、賠償責任はある（オープンバンキングFAQでは特に言及無し）

⚫ 海外では契約以外の方法によりトラスト（信頼性）の枠組を構築する場合が多い

契約締結義務
（銀行法）は日本のみ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0367
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0366
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2018/389/oj/eng
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/GLs%20on%20ICT%20and%20security%20risk%20management/872936/Final%20draft%20Guidelines%20on%20ICT%20and%20security%20risk%20management.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0367
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0366
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/752/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/752/regulation/6
https://www.openbanking.org.uk/news/obies-response-to-fca-consultation-on-eidas-certificates/#:~:text=on%20pages%2035%20to%2038,basis%20of%20identification%C2%A0and%C2%A0the%C2%A0provision%20of%C2%A0electronic%20signatures
https://www.gov.uk/government/publications/retail-banking-market-investigation-order-2017
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/GLs%20on%20ICT%20and%20security%20risk%20management/872936/Final%20draft%20Guidelines%20on%20ICT%20and%20security%20risk%20management.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/752/pdfs/uksi_20170752_en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/752/regulation/6
https://cdr-support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4605909773455-Accredited-Data-Recipient-onboarding-and-accreditation#:~:text=For%20ADRs%2C%20no%20individual%20contractual,Rules%202020%20provide%20the%20framework
https://www.legislation.gov.au/F2020L00094/latest/text
https://consumerdatastandardsaustralia.github.io/register/#certificate-management
https://consumerdatastandardsaustralia.github.io/standards/#cdr-federation
https://www.legislation.gov.au/F2020L00094/latest/text
https://www.legislation.gov.au/F2020L00094/latest/text
https://www.legislation.gov.au/F2020L00094/latest/text
https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000059
https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000059
https://files.consumerfinance.gov/f/documents/cfpb_personal-financial-data-rights-final-rule-reg-text_2024-10.pdf
https://www.sec.gov/about/laws/glba.pdf
https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-C/part-314
https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-C/part-314
https://www.federalregister.gov/documents/2023/06/09/2023-12340/interagency-guidance-on-third-party-relationships-risk-management
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2024/12/2024-fall-economic-statement-canadas-complete-framework-for-consumer-driven-banking.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2024/12/2024-fall-economic-statement-canadas-complete-framework-for-consumer-driven-banking.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-policy/open-banking-implementation/accreditation-working-group-meeting-4-september-20-2022.html#outcomes
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2024/12/2024-fall-economic-statement-canadas-complete-framework-for-consumer-driven-banking.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2024/12/2024-fall-economic-statement-canadas-complete-framework-for-consumer-driven-banking.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-policy/open-banking-implementation/accreditation-working-group-meeting-3-august-23-2022.html#outcomes
https://www.bcb.gov.br/content/config/Documents/Open_Banking_CMN_BCB_Joint_Resolution_1_2020.pdf
https://lgpd-brasil.info/capitulo_06/artigo_43#:~:text=Os%20agentes%20de%20tratamento%20s%C3%B3,n%C3%A3o%20ser%C3%A3o%20responsabilizados%20quando%20provarem
https://www.bcb.gov.br/content/config/Documents/Open_Banking_CMN_BCB_Joint_Resolution_1_2020.pdf
https://github.com/OpenBanking-Brasil/specs-seguranca/blob/main/open-banking-brasil-certificate-standards-1_ID1.md
https://openfinancebrasil.atlassian.net/wiki/spaces/OF/pages/280297514/Diretrizes+Gerais+de+Certifica+o+de+Conformidade
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.bcb.gov.br/en/about/faq
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⚫ 仮に契約に依る場合でも、接続事業者及びクレジットカード会社双方の事務負担の軽減に
向けた工夫が求められる

〇英国では変額定期支払※に関して、第三者事業者と金融機関の間での契約の締結が容認されているが、左記契約を
M×Nで締結する事務負担の軽減のため、標準化団体（OBL）を結節点とした一元化した契約を想定している

※VRP: Variable Recurring Payment、日本の口座振替に相当するサービス

〇契約の一元化により、業界全体で一定のコンプライアンス水準を確保することも可能となる（細かな条文の差異によ
る品質低下を回避できる）

電代業者
a

金融事業者
A

電代業者
b

金融事業者
B

電代業者
c

金融事業者
C

電代業者
a

金融事業者
A

電代業者
b

金融事業者
B

電代業者
c

金融事業者
C

契約の
結節点機関
（OBL※1 ）

M×N個の内容の異なる契約が必要
M＋N個のほぼ同一内容の契約のみで
全ての関係機関との契約関係が成立

電代業者
d

電代業者
d

※1 Open Banking Limited、英国のAPI標準策定機関

契約一元化のメリット

〇当協会では英国の事例を参考に、一元化した契約条文の案を作成中（次スライド）
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⚫ 本邦の一般社団法人全国銀行協会が公表する「銀行法に基づくAPI利用契約
の条文例（初版）」（以下「銀行API利用契約」という。）では、API利用に
関する契約は銀行と電子決済等代行業者間で個別に定めることを前提に「双
方の合意に基づき本条文例と異なる条項で合意することを妨げるものではな
い」と説明

⚫ 一方、英国の商用変額定期支払（cVRP: Commercial Variable Recurring 
Payment）における取組みでは、関係当事者間の事務コストを低減する目的
等から、多数当事者間の契約として一元化を推進

⚫ 英国の商用変額定期支払における各契約書雛形である「規則集（cVRP-
Rulebook-v1.0）」、「多者間合意書別紙（MLA schedule1.0）」、及び「参
加合意書（cVRP-Participation-Agreement）」のうち「規則集」をベースと
しながら、銀行API利用契約をも斟酌し、それぞれのコンセプトも可能な限
り残す

〇個別の契約書を業態ごと・個社ごとに作成・交渉することによる事務手続きの煩雑さやコストの増加を回避し、将
来的・中長期的な課題の解決に向け、各業態のステークホルダーとコンセプトベースでの合意形成を試みるための
ツールとしての用途を想定

⚫ 電子決済等代行事業者協会にて検討中の一元化した契約条文案の背景、方向性は以下のとおり

⚫ 英国の商用変額定期支払における取組みの大きな特徴として、OBL（英国のAPI標準化団体） が「運営者」を担うことを
前提としている点がある。本邦では、少なくとも現時点では「運営者」として想定される機関・団体は必ずしも存在しな
いため、仮に本邦でも「運営者」の存在を前提とした場合には、業界横断的な取組みの他、場合によっては立法等の対応
も別途必要になり得るものの、条文案では、一旦このような「運営者」の存在を仮置きして案を策定

⚫ クレジットカードを含め、オープンファイナンスの取組みにおいて用いることを想定しており、電子決済等代行業に関す
る現行の銀行法に基づく規制を含め、必ずしも具体的な各業法の適用を前提とするものではない

一元化した契約のイメージ

https://www.openbanking.org.uk/wp-content/uploads/cVRP-Rulebook-v1.0.pdf
https://www.openbanking.org.uk/wp-content/uploads/cVRP-Rulebook-v1.0.pdf
https://www.openbanking.org.uk/wp-content/uploads/MLA-Schedules-v1.0.pdf
https://www.openbanking.org.uk/wp-content/uploads/cVRP-Participation-Agreement-v1.0.pdf
https://www.openbanking.org.uk/wp-content/uploads/cVRP-Participation-Agreement-v1.0.pdf
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⚫ 利用者保護観点について、過去の検討会における議論の状況は以下のとおり（経済産業省）

●消費者に、自分が誰にアクセスしていて、どういう経路でデータが取られているのか、分かってもらう必要がある。何か問題が
あったとき責任問題も生じてくるので、利用者保護についてもガイドに盛り込めたらよい（第1回）

●今見えているサービスやリスクだけではなく、今後生じうるリスクや利用者保護についての論点も必要（第1回）

●報告書の中にいつも消費者の啓発に関して、実際に進むよう、クレジット業界、FinTech 業界、経産省としてどのように取り組ん
でいくのかということを今後検討していくべき（第3回）

●セキュリティ対策のリスク及び利用者保護のリスクについて、体系的な整理が望まれる（第6回）

●利用者保護のユーザーへの説明義務については、事業者の多様性やユーザー対象セグメントの特性に配慮のうえ、ミニマムスタン
ダードを原則として記載する必要があると考える（第7回）

●事業的な振興だけでなく、教育、利用者保護なども大切 。各所の連携、関連性を示していけると良い（第8回）

経済産業省「クレジットカードデータ利用に関するAPI連携に関する検討会」での消費者保護に関する意見

2017/3～2018/4に開催

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/112238
92/www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/mon
o_info_service.html#credit_carddata

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11223892/www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/mono_info_service.html#credit_carddata
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11223892/www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/mono_info_service.html#credit_carddata
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11223892/www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/mono_info_service.html#credit_carddata
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●セキュリティ原則は勿論のこと、利用者保護原則における責任の所在等については非常に重要な論点であると考えている（第1回）

●どういうことが、どういう原因で発生し、それは誰の責任で発生するのか、また、それを誰がどう対処してくれるのかといったと
ころについては、今後、利用者保護のあり方を検討していく中で整理していく必要があると思う（第2回）

● FinTech の API では、従来であれば、顧客と銀行だけの二者関係であったものの間に、様々な別のプレイヤーが入ってきて、それ
が三者関係、あるいは四者関係になり、関係が複雑化しがち。その場合において、リスクの責任分界をどうするかということが重要
になってくると思う（第2回）

全国銀行協会「オープンAPIのあり方に関する検討会」での消費者保護に関する意見

●利用者に対して、銀行が責任を負うにせよ、FinTech 企業が責任を負うにせよ、相談窓
口ははっきりさせようという考え方も評価されるべきと感じる（第3回）

●実際に発生し得るリスクについて、かなりしっかりと検討されていて、具体例も示しな
がら何が起こり得るのかということを想定されているので、消費者の立場からは安心した
（第3回）

●特に FinTech では、適切な説明・表示を行ったとしても、利用者は全く読まないでク
リックするということがあり得る。・・説明・表示を行ったとしても、問題は起こり得る
だろうということをベースにして、事前、事後対策についてしっかり検討しておく必要が
あり・・（第3回）

●オープン API における利用者に対する補償内容・範囲については、インターネット・バ
ンキングにおいて使われている申し合わせの表現を出発点に記述されており、比較的受け
入れられやすいのではないか（第4回）

●私もスマホを日々使っているが、出てくる言葉にはカタカナが多く、全然意味が分から
ず、止まってそれ以上、操作しないということが多々ある（第5回）

2016/11～2018/12に開催

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/council/openapi/

⚫ 利用者保護観点について、過去の検討会における議論の状況は以下のとおり（全国銀行協会）

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/council/openapi/
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クレジットカード
データ利用に係る

API連携に関する検討会
（経済産業省）

2017/3～2018/4
全10回

オープンAPIの
あり方に関する検討会

（全国銀行協会）

2016/12～2018/12
全11回

3.2 オープン API の主なリスク
(2) 利用者保護上のリスク

利用者保護上のリスクを特定

3.2 オープンAPIの主なリスク
3.2.2 利用者保護上のリスク

利用者保護上のリスクを特定

3.4 利用者保護原則

利用者保護の原則を策定

API利用契約条文例
（ひな形）で

・利用者保護に関する条
文を策定

改正銀行法で

・銀行⇔電子決済等代行
業者間の契約締結を義務
付け
・利用者保護に関する条
文を規定

検討会での報告書 API利用契約※2法令

3.4 利用者保護原則

利用者保護の原則を策定

※2 改正銀行法により銀行⇔電子決済等代行事業者間でAPI利用時に締結が義務付けられている契約。
なお、上記契約については2016年の金融審議会・金融制度ワーキンググループ報告書の記述「金融機関は（中略）業者との間で締結する

契約において顧客に生じた損失の分担を定め、公表することとする」（上記報告書8頁参照）が考え方の起源にあると考えられる

⚫ 利用者保護観点でのリスク特定の上、対応原則を明示。銀行に関しては法令及び契約によって
重層的な利用者保護を図ることが確保・企図もされている。

⚫ 銀行に対しては更新系（送金・振込等）業務も想定され、預金口座のセキュリティ対策について
は、通常の商取引以上の消費者保護態勢が求められていたこと※1が、電代業制度（法律・契約ひ

な形等）にも反映されている

ほぼ同じ内容

リスクの特定 契約による担保法令による担保対応原則を明示

※1 全国銀行協会ではインターネット・バンキングによる預金等の不正な払戻しが発生した際に、銀行無過失の場合でも
ユーザーに過失がないときは原則補償する旨の申し合わせ（「預金等の不正な払戻しへの対応について」）を公表している

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20161227-1/01.pdf
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2008/n2933/
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⚫ 利用者保護上のリスク、利用者保護原則並びに法令及び契約における具体的な措置は以下のとおり
報告書 法令

（銀行法※3）
API利用契約条文例
（全国銀行協会）※4

出典 利用者保護上のリスク 利用者保護原則

経済産業省
報告書※1

・責任の所在が不明確な場
合、利用者に発生した損害
に対する補償が十分に得ら
れないリスク

(5) 利用者に対する責任・補償
i. 当事者間における事前の取決め
・API 関係者は、利用者に対して速やかな被害回
復、補償等を図る観点から、不正アクセスや情報
流出、不正利用、システム上の不具合等が発生し
た場合の対応窓口や、利用者に損害が生じた場合
の補償方法（含む、その主体）、補償範囲につい
て、予め取り決めておかなければならない。なお、
利用者に対して双方とも責任を負わない等の利用
者保護に著しく欠ける取決めは、行ってはならな
い。

〈全国銀行協会報告書にもほぼ同様の記載〉

第五十二条の六十一の八
電子決済等代行業者は、・・・利用者に対し、次に掲げ
る事項を明らかにしなければならない。
三 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

第五十二条の六十一の十
電子決済等代行業者は、・・銀行との間で、電子決済等
代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該銀行に係
る電子決済等代行業を営まなければならない。
２ 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければな
らない。
一 電子決済等代行業の業務（略）に関し、利用者に損
害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と
当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

【第10条に利用者への補償を記
載】
・接続事業者は利用規約に従い賠
償又は補償。専ら銀行の責めに帰
すべき理由の場合、上記を銀行に
求償可能
・銀行が賠償又は補償した場合で、
専ら接続事業者の責めに帰すべき
理由がある場には、銀行は接続事
業者に求償可能
・責めに帰すべき先が不明確な場
合は両者で誠実に協議

・利用者がサービス提供主
体、提供内容等を十分に理
解しないままサービスを利
用するリスク

(2) 説明・表示、同意取得
i. 重要な情報の表示、同意取得 
API 関係者は、利用者の判断・同意に必要な情報
を単に提供・表示するに止まらず、わかりやすく
画面表示するとともに、誤認・誤解を招く表現を
避け、また、利用者に重要な判断・同意を求める
ものについては注意喚起プロセスを設けることや、
利用者のシステム操作による同意を求めること等、
利用者保護に十分配慮した表示方法、画面構成と
することに努めなければならない。

〈全国銀行協会報告書にもほぼ同様の記載〉

第五十二条の六十一の八
電子決済等代行業者は、・・・利用者に対し、次に掲げ
る事項を明らかにしなければならない。
２ 電子決済等代行業者は、・・、内閣府令で定めると
ころにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤
認を防止するための情報の利用者への提供、・・・する
ための措置を講じなければならない。

【第7条第2項に接続事業者の義務
として誤認防止措置を記載】
・接続事業者による虚偽又は誤認
のおそれのある表示、説明等の禁
止
・利用者の保護のために必要な表
示、説明等の義務
・上記に問題点がある場合、銀行
は改善要求が可能
・緊急の場合は、銀行はAPI連携
を上記要求の前にも停止可能

全国銀行
協会報告書※2

c API 接続先が利用者との
緊急時の連絡方法を有して
おらず、十分な顧客保護対
応ができないリスク

e トラブルが発生した場合
に、利用者がどこに問い合
わせたら良いかわからなく
なるリスク

i. 当事者間における事前の取決め
・API 関係者は、予め取り決めた、利用者に損害
が発生した場合の対応窓口や問合せ方法について、
ウェブサイト等において利用者が常時確認できる
よう表示するとともに、API 接続先が利用者と利
用契約を締結する際にわかりやすく画面表示する
等により、利用者が十分認識できるよう努めなけ
ればならない。

〈経済産業省報告書にもほぼ同様の記載〉

第五十二条の六十一の八 電子決済等代行業者
は、・・・利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにし
なければならない。

四 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相
談に応ずる営業所又は事務所の連絡先

【第7条第3項に接続事業者の問合
せ窓口設置義務を記載】
・接続事業者は、利用者からの苦
情、問合せ等への対応のため問合
せ窓口を設置
・上記は銀行に通知、公表

※1 クレジットカードデータ利用に係るAPIガイドライン報告書（リンク）
※2 オープンAPIのあり方に関する検討会報告書（リンク）

※3 銀行法（リンク）
※4 API利用契約条文例（リンク）

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11223892/www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20180411001_01.pdf
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/council/openapi/openapi_report_1.pdf
https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000059
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news301227_1.pdf


4. API推進上の課題

④ APIの標準化
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⚫ 国全体でのコスト削減、重複投資回避、新規参入促進のためにもAPI標準化が必要

⚫ 日本の電文仕様標準は実際には各社の差異が生じ得る形式

〇標準化による効果
- カード会社様毎に独自に仕様を定める負荷が軽減

- 実装対応を行うシステム関係企業も同じ標準への対応を繰り返すことで、中長期的なコスト低減を実現

- 電代業者のAPI接続に係る開発負荷も軽減され、新規参入促進が加速

〇標準化を検討すべき内容
① データの標準化

〇当協会では海外のAPI標準を参考に、詳細なAPI標準仕様の案を作成中（次スライド参照）

＃ 項目 説明 留意事項

1 利用区分
ショッピング、もしくは
キャッシングの区分

2 支払区分
一回払、リボ、分割の
区分

3 取引利用金額 当該取引の利用金額

4 (取引利用通貨) (記載なし)

項目 定義 記述方法

1

利用区分/
支払区分

取引の種類を示すコード

「ショッピング」「キャッシング」
等の既定の選択肢から回答を選択

(例) “RETL”*1、”SASW” *2

2
「一回払い」「分割払い」等の既定
の選択肢から回答を選択

(例) “CCRD”*3、”INSM” *4

3 取引利用金額
ISO 4217 で定められて
いる通貨単位の数値

13桁以内の整数、もしくは
13桁以内の整数＋5桁以内の少数
(例) “230.00"

4 取引利用通貨
ISO 4217 で定められて
いる通貨コード

3字のアルファベット
(例) “GBP"

記述方法の指定がなく
各社により電文仕様に

差異が生じ得る

Open Banking Read-Write API Profileクレジットカード分野のオープンAPIにかかる電文仕様標準

日英のクレジットカード関係の

応答メッセージ記載例の比較

*1 オンラインショッピングを含む、小売店にて財やサービスを購入したことを示すコード。
*2 クレジットカードを利用し、ATMから現金を引き出したことを示すコード。
*3 クレジットカードの支払いを示すコード。
*4 分割払いを示すコード。
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⚫ 当協会で作成中のAPI標準の案（仮置きで英国OBLの標準をベースとして作成したサンプル）

必須項目

アカウント
管理番号
（ID等）

取引を一意で特定
可能な番号
（ID等）

支払/返金の
区分

取引の状態の区分
（確定/未確定明細

等を区分）

取引の状態の区分
（確定/未確定明細

等を区分）

「取引明細関連」

カード利用日時

カード利用額
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〇標準化を検討すべき内容（続き）
② セキュリティプロファイルの標準化

セキュリティプロファイルとは：
「信頼性確保の枠組」の図①②に関係し、正しい相手に対して正しい権限を与えているかを相互に確認する枠組。
システムやデータベースのアクセス条件、使用する認証方法などアクセスに関するルールをまとめた「設定集」。

●例としてはOAuth2.0、Open ID Connect、FAPI等が存在（下図参照）

OAuth2.0

・第三者事業者がユーザーの許可を得て、ユーザーのデータにアクセスする「認可」のフレームワーク

Open ID Connect（P17参照）

・OAuth2.0をベースに認可だけでなく「認証（ユーザーの身元確認）」も可能とした拡張仕様

FAPI

・金融業界などより高いセキュリティが必要な場合の仕様

〈一般的なシングルサインオンはこの仕様に沿っている場合が多い〉

●なお、セキュリティプロファイルは、データ形式の標準に依存せずに標準化を行うことが可能

→例えばカード会社様向けと銀行向けとで共通にセキュリティプロファイルは標準化することが可能

⚫ 特に「セキュリティプロファイル」は標準化が容易であり、他業態にも敷衍可能
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⚫ API化に着手する段階での標準化が最適

196

37 32 29 26 23 22 16 13 13 12 11 10 10 9 8 6 6 5 5 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0
0

50

100

150

200

250

各国に本社が所在する第三者事業者※の数

〇英国とEUは同じタイミングで同じオープンバンキングの法制度（決済サービス指令2）を導入（当時はBrexit前）

〇英国は当初から強力なAPI標準化を実施。欧州では民間の標準化に委ね、域内でも複数の標準が並立

→ 英国ではFintech事業者の数が増加

→ EUでは決済APIの再標準化は最終的に断念（再標準化は社会的コストが高すぎると判断）

EU域内国：改正決済サービス指令を導入＋標準は民間任せ
↓

域内で複数標準並立、再標準化を断念

英国：決済サービス指令2を導入＋強力なAPI標準化

※ TPP: Third Party Provider
  電子決済等代行業に相当するFintech事業者

（出所）欧州銀行監督局サイト、英国OBLサイトより作成

https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/search
https://www.openbanking.org.uk/regulated-providers/?filter-search=&filter-provider-type=third-party-providers&filter-sort=0


5. 官民での可能な打ち手
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官民連携などを含めた今後の取組としては以下を要望します

⚫ （大手事業者への）API構築・接続の義務付け

⚫ 海外では法令による義務付けが主流（→P36 )

⚫ 接続料の適切な水準（無償化の検討含む）についてのステークホルダーが参加した形による検討

⚫ 構築するAPIは下記標準への準拠を要請

⚫ API標準化

⚫ 例：民間が設立した標準化団体（→P53）を国が認定する仕組みなど

⚫ 上記接続料水準の検討・標準化活動には、消費者団体、学識経験者及び管轄当局の参
加が望まれる

⚫ 可能な限り契約に依拠しないトラストの枠組構築

⚫ 例：銀行が利用しているAUP報告書（→P54）の活用などを組み合わせて実現

⚫ （仮に契約に依る場合でも）一元化などの事務負担軽減の仕組み（→P40、P41）が必要
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⚫ API標準化には継続的な標準のアップグレード、接続確認テスト等を行う機関が必要

⚫ 英国では大手銀行出資により専門機関を設立

API標準の策定／
バージョンアップ

API標準

セキュリティ
プロファイル標準

API標準への準拠確認

セキュリティ標準の策定
（FAPIを採用）

準拠確認は実施せず
（OIDFの準拠確認を要請）

【設立】2016年10月16日

【名称】Open Banking Limited（通称OBIE: Open Banking Implementation Entity）

【団体形態】保証有限責任会社（company limited by guarantee）

【運営資金提供】英国の9大銀行※1

【主な役割】API標準、セキュリティ標準の策定等（下図参照）

APIに関する統計情報の収集、公開

各種ガイドライン策定（UXガイドライン等）

標準策定 準拠確認

API標準関連の役割 API統計情報の公表

（出典）OBLサイトより。上記は成功した決済APIコール数の月毎のグラフ。

可用性／成功APIコール数／決済コール数／APIの応答速度／ユーザー数等を継続的に
集計し公表

・標準策定と併せて準拠確認（接続が成功するかどうかの確認テスト）を実施

※1 ロイヤルバンク・オブ・スコットランド、ロイズ銀行グループ、バークレイズ、 HSBCグループ、
Nationwide、サンタンデール、ダンスケ、アイルランド銀行、アライド・アイリッシュ銀行グループ

英国のAPI標準化機関の概要

https://www.openbanking.org.uk/api-performance/
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⚫ 電子決済等代行業者のセキュリティ対応状況を効率的に確認可能な仕組み

⚫ 契約に依らずトラスト※2を構築可能な方策の一つ

銀行Z銀行B銀行A ・・・

電代業者

銀行Z銀行B銀行A ・・・

電代業者

監査法人

システムリスク管理態勢に関する金融機関毎の
審査・モニタリング項目に個別対応

監査法人がFISC※4「API接続チェックリスト」
に基づき代表して電代業者の態勢等を確認

異なる内容の
報告書

同一内容※3の
報告書

※3 AUP実施結果報告書

※1 AUP: Agreed Upon Procedure「合意された手続」

通常の審査・モニタリング AUPを利用した審査・モニタリング

審査・モニタリング対応は一回のみ

※4 公益財団法人金融情報システムセンター

※2 電代業者の情報の取扱に対する信頼性の確保(P36図の③参照）

金融機関は
個別に確認

確認

https://www.fisc.or.jp/document/fintech/004194.php


一般社団法人電子決済等代行事業者協会
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